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 法廷にどよめきが広がった
　「職員からの希望調査を集約して各新会
社（現ＪＲ７社）に振り分けた最初の名簿
が で き た の は １ ９ ８ ７ 年 １ 月 中 頃 だ っ た
が、 原 告 ら も そ こ に 含 ま れ て い た」・・・
２００９年１２月１６日、東京地裁５２７
号法廷にどよめきが広がった。
　伊藤嘉道は、当時国鉄職員局職員課補佐
で、国鉄改革法の作成や国鉄職員の選別に
深く係わってきた人物だ。それが法廷で、
動労千葉１２名を含め本州でＪＲ不採用に
なった１１７名について、「採用候補者名
簿に搭載されていた」と証言したのだ。
　伊藤証言はさらに続く。「名簿から外し
たのは１月末か２月冒頭だった」「それを
指示したのは葛西敬之国鉄職員局次長（当
時）」と。葛西職員局次長から、「停職６ヵ
月、または停職２回以上の処分を受けてい
る」という基準に該当する者を外すよう指
示を受け、名簿を作り直したと証言したの
である。
　それは、採用差別から２３年を経てつい
に明らかにされた衝撃的な真実であった。
なぜなら、「採用候補者名簿」に搭載され
た者は全員ＪＲに採用されたことになって
いたからである。名簿に搭載されていた！
　やはり J Ｒに採用されていたはずだった
のだ。【資料１】

　国鉄分割・民営化から２８年、国鉄１０４７名解雇撤回を求める裁判闘争は正念
場の攻防戦が続いています。われわれが暴きだした真実が最高裁を追いつめていま
す。一審での伊藤証言と高裁に提出した井手文書は、職員選別基準は合理的なもの
だったとか、ＪＲに法的責任は及ばないとか、それまで主張されてきたことが全て
真っ赤なウソだったことを暴きだしました。このパンフレットを、解雇撤回・ＪＲ
復帰の勝利判決をかちとる武器として活用して頂ければ幸いです。

 数日前まで採用候補者
名簿に載っていた

　国鉄分割・民営化の強行は１９８７年４
月１日。それに向け、新会社設立委員会に
採 用 候 補 者 名 簿 が 提 出 さ れ た の が ２ 月 ７
日。国鉄職員に採用・不採用が通知された
のは２月１６日であった。
　後に述べるように、当局が名簿から外す
ことを決めたのが２月２日だったのはほぼ
間違いない。ほんの数日前まで名簿に記載
されていたのに、急遽外されたのだ。
　伊藤嘉道は、当時の状況について、別の
ところで、「当時のプリンターの性能から
すれば、２０万人分の名簿をパソコンから
打ち出すのは膨大な時間を要する作業で、
最新のページプリンターを何台も買い込ん
で間に合わせ、２月７日の夜、設立委員会
に名簿を持ち込んだ」とも証言している。
まさに土壇場で名簿から排除されたのであ
る。一体何があったのか？

　「定員割れ」に陥った
本州ＪＲ三社

　 そ の 背 景 に あ っ た の は、 本 州 Ｊ Ｒ 三 社
で は 採 用 を 希 望 す る 者 が 定 員 を 下 回 っ て
し ま う と い う、 想 定 外 の 事 態 が 起 き た こ
とであった。国鉄分割・民営化に向けた基
本 計 画 で は 新 会 社 発 足 時 の 定 員 を 全 体 で

１ 伊藤嘉道（国鉄職員局補佐）証言の衝撃
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志確認書とは、採用を希望するＪＲ会社名
を書いて提出する願書のようなものだ。
　提出期限は年明けの１月７日。クリスマ
スイブに配って正月明けに回収する。それ
自体が卑劣な組織破壊攻撃だった。どの家
庭でも家族や親戚が集まる。そこに意志確
認書を投げ込んで「組合を脱退してＪＲに

配、組合潰し・脱退強要、退職強要が生み
出した誤算であった。多くの者が自ら職場
を去っていったが、それは国鉄労働者とし
ての意地を貫いた抵抗でもあった。

２１万５０００人と定め、それが閣議決定
されていた。
　ところが、本州ＪＲ三社では希望者が定
員に達しなかったのである。それは２００
人 も の 自 殺 者 を 出 す ほ ど の 強 権 的 労 務 支

　「意志確認書」の集約
― 定員割れが発覚

　「定員割れ」が明らかになったのは１月
下旬であった。
　国鉄当局は、１９８６年１２月２４日か
ら「意志確認書」の個人配布を始める。意

【資料１】伊藤証言調書（抜粋）
弁護士：定員割れのところは、そのまま

載せた名簿が来たといったが、
最初に来たのはいつ頃か？

伊藤　：１月７日に意思確認書を集めて
…それから１０日前後の間に
１ 回 目 の（名 簿） 集 約 を し て
いるのではないかと思います。

弁護士：最初の段階では、「停職６ヶ月
以 上、 あ る い は ２ 回 以 上 」 の
不 採 用 基 準 に 該 当 す る 人 は、
まだ名簿に載っていたか？

伊藤　：それを外すという基準で名簿に
載せないということは指示し
てませんでした。

裁判官：「停職６ヶ月以上、 あるいは２
回以上」という基準自体を作っ
たのはいつころか？

伊藤　：最終的にそれでいくぞというの
を 決 定 し て 指 示 し た の は、 …
１ 月 の ギ リ ギ リ 終 わ り か、 ２
月に入ってすぐぐらいです。

弁護士：地方にその基準で名簿から外す
よう指示しろと言われたか？

伊藤： （不採用基準に該当する者は）
名簿にすら載っけるなという
指 示 が 来 た わ け だ か ら、 … 地
方管理局に指示したわけです。

弁護士：その載せるなという指示は、具
体的には誰から来たのか？

伊藤　：だから葛西さんです。

弁護士：その指示はいつごろだったか？
伊藤　：１月のぎりぎりの末か２月の頭

くらいということです。

２ 「採用差別」の真実・・・１９８７年１～２月に何が？
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　これを受けて、国鉄当局は「本州につい
ては全員採用」という考えだった。
　採用者数は閣議決定されたものだ。それ
を下回ってまで排除することなどできない
というのは当然の判断だったといえる。し
かも国会では、「職員の採用基準や選定方
法について、所属労働組合等による差別が
行なわれることのないよう特段に留意する
こと」という付帯決議も採択されていた。

採用される最後のチャンスだ」と一人ひと
りを揺さぶったのだ。実際、１月だけで国
労から２万人の脱退者が出ている。
　回収された確認書は地方鉄道管理局毎に
まとめられ、１月１４日に国鉄本社に提出
された。その過程でも様々な理由で一定の
辞退者が出たりして、１月下旬には本州Ｊ
Ｒ三社が「定員割れ」となることが確実に
なっている。

【資料２】国鉄改革労協の、緊急申し入れについての文書
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【資料３】「名簿記載数の報告について」（国鉄職員局）
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　 国鉄改革労協の驚愕
　この事態に誰よりも驚愕し、慌てふため
いたのは国鉄改革労協であった（改革労協
とは、動労本部や鉄労、当局が局課員を動
員して作った技能協など、民営化・１０万
人首切りの手先になった労組が集まって作
られた組織）。
　改革労協、とくに総評を脱退し、それま
での運動路線を謝罪して労使共同宣言を結
ぶことで政府や当局に忠誠を誓った動労革
マルにとって、定員割れ＝全員採用は、組
織の存立基盤が揺らぎかねない事態であっ
た。「雇用を守るため」 と称して、 組合員
を恥ずべき裏切りにかりたて、組合潰しや
首切りの手先となり、組合員に強制出向や
広域異動、退職を強要してきたからだ。
　改革労協は１月２２日、急遽、事務局長・
次長会議を開催し、「国鉄改革に敵対して
いる者までも新事業体に移行させざるを得
ない状況が生み出されている。……
　改革協としては、 ２１万５，０００人の
要員枠そのものの是非を含めて、正直者が
馬鹿を見ない対処法を要求して、緊急に中
央・地方で国鉄当局に申し入れる」という
方針を決定する。
　それは直ちに国鉄本社に伝えられるとと
もに、翌２３日には、全国で一斉に緊急申
し入れをするよう、傘下各単組や地方改革
協にも指示された。【資料２】

　名簿記載数の再調査
　この動きを受け、翌１月２４日、国鉄本
社職員局は、各機関（鉄道管理局等）の人
事課長に対して再度正確な名簿記載数を報
告するよう指示文書を出している。しかも
それは、名簿記載者の「組合種別」を、①
国鉄改革労組協、②改革労組協以外の共同
宣言調印組合、③その他組合の三つに分け
て 明 記 す る よ う 求 め た 露 骨 な も の で あ っ
た。【資料３】

１・２９国鉄改革
労使協議会での対立

　さらに１月２９日には、職員採用問題を
めぐり、改革労協と国鉄本社との間で改革
労使協議会が開催された。国鉄当局側から
は杉浦総裁が参加したが、「妨害者のクビ
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を切れ」と迫る改革労協の要求は受け入れ
なかった。「苦労してきた職員に報いる問
題意識は同じ」としながら、「採用した上
で配属で区別する」というのが国鉄当局が
とったスタンスだったのである。これは改
革労協側にとっては到底受け入れられない
ものであった。【資料４】　

【資料４】国鉄改革労協の「配属で区別」に抗議するビラ
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険悪化していった。結成大会では、国鉄総
裁が祝辞を述べ、「労使共同宣言」の精神
をうたい上げるはずだったが中止され、杉
浦総裁（当時）は逆に、同日開かれた記者
会見で、本州・四国は全員採用になる方向
だと述べた。【資料５】
　鉄道労連はこれに激しく反発し、国労や
動労千葉の組合員をＪＲから排除しろと当
局に迫る特別決議が採択されたのである。
　【資料６】

特別決議を採択  ―
２・２鉄道労連結成大会

　その４日後の２月２日には、鉄道労連の
結成大会が予定されていた。ＪＲ発足に向
けて、動労、鉄労など改革労協傘下の単組
は解散し鉄道労連を結成、労資一体で「一
企業一組合」をめざすはずであった。
　しかし、「職員採用問題」をめぐる対立
を契機に国鉄当局と改革労協の間は一気に
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【資料６】（左）
鉄道労連結成大会で採択された
特別決議

【資料５】（下）
２月２日に杉浦国鉄総裁が記者
会見（朝日新聞��年�月�日）
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【資料７】結成記念レセプ
ションを報じる鉄道労連
新聞（��年�月��日）
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２０１２年６・２９
東京地裁・白石判決

　２０１２年６月２９日にだされた東京地
裁・白石判決は画期的な判決であった。
　名簿不記載基準の策定そのものを不当労
働行為であったと初めて認定し、それが策

定されていなかったらＪＲに採用されてい
たといいうると明記したのだ。【資料８】
　ところが判決はそこから一転して、「労
働能力自体を喪失したわけではない」等、
理由にならない理由をつけて解雇撤回を否
定し、「合理的期間の賃金相当額」の支払
いだけを命じるものであった。

　原告らが、ＪＲ採用候補者名簿の原案に

一旦記載されていたところ、設立委員会へ

の名簿提出期限が迫った段階になって急遽、

名簿不記載基準が策定されていること、策

定時期が改革労協側の国鉄当局に対する抗

議の姿勢が最高潮に達した時期と概ね一致

していること、名簿不記載基準の具体的な

策定時期、国鉄内部での意志形成過程等の

主要な策定経過について、被告が何ら説得

力のある主張、立証をしていないこと、国

鉄の職制が分割・民営化に反対する労働組

合を嫌悪し差別する発言をしていること等

を総合的に勘案すれば、国鉄当局としては、

【資料８】東京地裁・白石裁判長による判決（抜粋）

一旦は原告を含む動労千葉組合員をも基本

的には採用候補者名簿に記載する方向で動

いていたにもかかわらず、改革労協側の姿

勢に触発されるなどして、動労千葉等、分

割・民営化に反対する労働組合に所属する

職員を不当に差別する目的、動機の下に、

名簿不記載基準を策定したと推認するのが

相当である。……

　前記認定事項からすれば、本件名簿不記

載基準が策定されなければ、原告らは採用

候補者名簿に記載され、その結果、ＪＲ東

日本に採用されていたといいうる。

は１９８７年２月２日、設立委員会に名簿
を提出するわずか５日前だった。しかもそ
れは、国鉄分割・民営化に反対する労働組
合を潰すために、鉄道労連（現ＪＲ総連）
と国鉄当局が手を結んでやった明白な不当
労働行為であった。こうした真実が、いか
に反動的な裁判所であろうと否定し難い事
実として暴きだされたのだ。

　２月２日に事態は動いた
　ところがその日、事態は動いた。鉄道労
連結成大会終了後、夕刻から結成記念レセ
プションが開かれた。そこに杉浦国鉄総裁
が参加し、しかも「皆さんの希望に沿える
ようになった」と発言したのだ。【資料７】
　採用候補者名簿に記載されていた１２名
の仲間たちを排除することが決定されたの

３「不記載基準」策定を不当労働行為と
認定した東京地裁、東京高裁判決
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　しかし、われわれがあと一歩で国鉄改革
法をくい破り、解雇撤回をかちとるところ
まで闘いを前進させたことは明らかであっ
た。それを象徴的に示したのが「白石事件」
であった。判決後突如、東京地裁労働部総
括判事の座を追われて左遷されたのだ。

２０１３年９・２５
東京高裁・難波判決

　それから１年３ヵ月後、２０１３年９月
２５日には高裁判決が出されたが、事実認
定においては一審白石判決を踏襲し、不採
用基準の策定自体が不当労働行為であった

と認定せざるを得なかった。これでこの事実
は裁判上も確定されたと言える。
　ところが、難波裁判長による東京高裁判決
は、「採 用 候 補 者 名 簿 に 記 載 さ れ る こ と が、
直ちに同社（ＪＲ東日本）に採用されること
を意味するものではない」と言って、白石判
決をもう一度国鉄改革法の枠の中に閉じこめ
ようとするものであった。
　だが、国鉄改革法に基づく、一旦全員解雇・
選別新規採用論は完全に破産している。そし
て闘いは最高裁に場を移し、解雇撤回・ＪＲ
復帰の勝利判決獲得をめざす攻防戦が続いて
いる。

【資料９】井手が語る選別解雇の真相
（『国鉄改革前後の労務政策の内幕』より）

「30 万人を 21 万５千人にする際の選考
方法について……我々は、このチャンス
に、管理体制の立て直しをすべく、助役
に向かってつばを吐いたとか、その種の
ことで過去に何回も処分を受けたもの
は、やっぱりこの際、排除したいという
気持ちは強かった。でも、それを余りに
強く当局から言うと不当労働行為になり
かねない。
　そこで当時、斎藤英四郎（当時の経団
連会長）さんが（ＪＲ設立）委員長をし
ておられたんだけど、 この人のところ
に、葛西君（現・ＪＲ東海会長）と出か
けて話に行って、そこで、委員長として、
きちんとした選考基準を出してもらわな
いと困るんだと言いに行った。いろいろ
話をして、それで、結果的には、まず選
考基準に合致しなかった者は駄目なんだ

ということにしよう。そして、選考基準
は、斎藤さんが作れと言うので、不当労
働行為と言われないギリギリの線で葛西
が案を作り、それを斎藤さんに（ＪＲ設
立）委員会の席上、委員長案として出し
てもらい、それは了承された。」

「斎 藤 英 四 郎 さ ん の と こ ろ に お 願 い に
行った時に、たまたま行ったら、そこで
林さんに会っちゃった。…だけど、斎藤
さんに…過去の処分歴みたいなものが、
当然選考基準に入ることはいいじゃない
かと言って説得した。」

＊林淳司：当時は運輸省から転出し、国鉄
再建監理委員会事務局次長。その後、運
輸省の運輸事務次官に就任。
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葛西、井手と斎藤英四郎
ＪＲ設立委員長の共謀

　 さ ら に 重 大 な 真 実 が 明 ら か に な っ て い
る。不当労働行為と認定された「名簿不記
載基準」が、葛西敬之、井手正敬（ＪＲ西
日本元社長）といった旧国鉄幹部と、斎藤
英四郎ＪＲ設立委員長（当時経団連会長）
が密議し、共謀して策定したものだったの
である。その真相を井手自身が「国鉄改革
前後の労務政策の内幕」と題されたパンフ
レットの中で語っているのだ。【資料９】
　「国鉄とＪＲは別法人」「不当労働行為の
責任はＪＲに及ばない」どころの話ではな
い。共謀し、一体となって採用差別を遂行
したのだ。井手は、その場にたまたま運輸
省の担当官も来ていて、自ら「不当労働行

為になりかねない」と称する選別基準をつ
くることを承認させたとも述べている。ま
さに国家的不当労働行為だったのである。

解雇撤回・ＪＲ復帰判決を
　 伊 藤 証 言 と 井 手 文 書 に よ っ て 真 実 は 一
点の曇りもなく明らかになった。それは、
３０年に及ぶ国鉄分割・民営化反対闘争と
労働運動再生に向けた全国の仲間たちの努
力によってきり開かれた画期的な地平だ。
　われわれは、無数の労働者の権利喪失、
非正規職化、解雇自由化の起点となった国
鉄分割・民営化、国鉄改革法をひっくり返
す決定的な手がかりをつかんだ。真実が最
高裁を追いつめている。１０万人署名を集
めきり、解雇撤回・ＪＲ復帰の勝利判決を
かちとるために全力で闘いぬこう。

簡単には切れない力関係に
　１２年６月に白石判決、その後１３年に
入ってから「白石事件」があった。白石判
決は、２０１０年４・９政治和解への強烈
なアンチテーゼをだした。それが１３年９
月の難波判決に受けつがれた。その後、上
告して、１４年１月に上告理由書、上告受
理申立書を提出した。１４年６月３０日に
は相手方書面への反論として補充書を提出
した。６次にわたり８万３千筆の署名を提

葉山岳夫（弁護士・動労千葉顧問弁護団長）
（１月８日の国鉄闘争全国運動呼びかけ人会議での発言より）

国鉄改革の真実は暴かれた
結論はストレートに「解雇撤回・ＪＲ復帰」

―最高裁闘争の現局面―

４ 暴かれた真実 ― 国鉄幹部とＪＲ設立委員長の共謀
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改革法２３条は憲法違反
　これを粉砕するために国鉄改革法そのも
の、特に２３条の違憲性を指摘することを
上告理由の中心軸の一つにした。
　２３条については、作成の沿革自体もけ
しからん。当時、職員局次長だった葛西敬
之と最高裁調査官だった江見弘武が共謀し
てつくりあげた。
　江見が葛西に新規採用という形で構成し
たいと進言した。 〈国鉄は清算事業団と
一体。国鉄から清算事業団に行くのが通常
のルート。新会社のＪＲに行くのは新規採
用。そのために名簿に記載された中で選ば
れた者がＪＲに行く〉と。これはとんでも
ない虚構です。
　そうなれば名簿記載の過程で脱退強要な
ど不当労働行為もやり放題です。不当労働
行為をやった場合、通常は制裁措置として
元の地位に戻すことが原則です。しかし、
国鉄が関わるのは名簿作成だけだというこ
とで、不当労働行為についても何ら制裁措
置 が な い。 そ う い う 状 況 の 中 で 職 場 も メ
チャクチャにする。
　また、労働法の下では通常、新しい職場

出した。やれることは基本的にやった。
　最高裁で煮え湯を飲まされるのは、「事
実誤認の主張に過ぎず、上告理由にあたら
ないから却下」という言い方です。普通は
そういう形で３～４ヶ月でばっさりです。
　今度はそうはいかないと、ギリギリやっ
てきた。昨年の暮れに最高裁判決が来るの
ではと構えていましたが、そうならなかっ
た。上告理由については最高裁も簡単に切
れない状況にあると思います。
　一つに、 一審・二審で、 名簿不記載は、
動労千葉の組合員であることを理由とした
不当差別であり、その適用自体も不当労働
行為であると認定された。これは事実認定
になるわけです。最高裁は事実認定をひっ
くり返すことはできない。それをベースに
どうするかと検討している状況だと思う。
　その大きな枠として高裁の難波判決では

「不当労働行為があろうとなかろうとＪＲ
に不採用になった者は清算事業団に行く。
国 鉄 改 革 法 で は そ う な っ て い る」 と 開 き
直った。これで不当労働行為があれば解雇
撤回という路線をふさいだ。それが国鉄改
革法２３条。不採用者はことごとく清算事
業団に行く、と。
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と井手の二人が設立委員長の斎藤英四郎に
会い「労働処分を度々受けた人間について
このまま採用するのはいかがかと思う」と
説得。斎藤は「その通りだ」となって、葛
西が不採用基準を作ることになった。
　その基準が白石判決でも難波判決でも不
当労働行為と断定された。改革法２３条４
項に「設立委員会が行った行為は新会社が
行った行為とする」という条文がある。つ
まり設立委員会が行った不当労働行為は、
新会社が行った不当労働行為になる。
　そうすると、改革法２３条で国鉄とＪＲ
を分離したが、２３条４項によればＪＲが
不当労働行為を行ったことになる。仮に改
革法が違憲でないとしても、今ある改革法
の中でも設立委員会の行った不当労働行為
は、新会社ＪＲ東日本の行った不当労働行
為になる。
　高石さん、中村さんをはじめ９人に対す
る名簿不記載行為は、新会社ＪＲ東日本が
行った不当労働行為となる。そうならスト
レートにＪＲに復帰するのが当たり前だ。

「不当労働行為だから解雇撤回」という路
線がストレートに通る状況になっている。
　従って、井手の書いたものはおろそかに
できない。これが事実とすればストレート
にＪＲ復帰となってしまう。本来のスジか
らすれば、こちらが当然に勝利する。それ
をどうするのか、最高裁の中でかなり苦慮
しているのではないか。

始まりは国鉄分割・民営化
　国鉄分割・民営化の後には、次々と業務
外注化が行われた。そういう意味では、現
在の非正規化の問題にも連なっている。根
はやはり新自由主義の国鉄分割・民営化に
ある。その意味では、国鉄闘争の中で国鉄
分割・民営化、それに基づく外注化との闘
いは非常に大きな意味を持っている。判決
がどうあろうと、真実はやはり絶対に貫か
れると思っています。

の労働条件については労働組合との団体交
渉によって決定されなければならない。そ
の団体交渉の申し入れに対して国鉄は、「新
規採用について何ら権限がない。自分たち
は名簿を作るだけだ」と拒否した。設立委
員会も、「そういう権限はない」とつっぱ
ねる。労働条件などについて、労働組合が
団体交渉する権利を奪ったわけです。
　さらには、労働基準法２２条４項では労
働組合活動で処分したといったことを、新
しく採用する会社に通信してはならないと
されている。違反した場合、刑罰規定もあ
る。その通信規定違反を正々堂々とやって
いる。国鉄改革法の審議の中でも、通信す
ることは当然のことだと答弁している。
　そういう改革法をわずか１週間足らずの
審議で一括審議、一括採決で全部通した。
その根底はやはり国鉄改革法であり、その
中心は２３条。
　０３年の最高裁判決では３対２で「ＪＲ
と国鉄は実質的、法律的な同一性がない」
と、今の改革法を肯定した。しかし、実際
は職員も鉄道も何もかも国鉄から新会社に
引き継がれた。しかし人事だけはそういう
形でぶった切った。この違憲性が最高裁に
とって大きな問題にならないはずはない。

結論は、ストレートに
「解雇撤回・ＪＲ復帰」

　もう一つは、井手正敬の『国鉄改革前後
の労務政策の内幕』が暴いた問題は非常に
大きい。
　１９８７年の恐らく２月２日午後、葛西




